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５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領 

 

 

１ 目的 

この要領は、公益財団法人ふくい産業支援センター（以下、「支援センター」と

いう。）が、「５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金実施要領」の規定に基づき

実施する補助金交付事業に関する必要な事項を定め、その業務の適正かつ円滑な

実施に資することを目的とする。 

 

２ 補助事業の内容 

支援センターが交付する補助金交付の対象となる事業（以下、「補助事業」とい

う。）は、県内中小企業者等が５Ｇ等の次世代無線通信技術を活用し、新しい製品

（ソフトウェアを含む。）やサービスの開発、社会課題の解決を前提とした技術的

な可能性を模索するために実証実験を行う事業とする。 

 

３ 定義 

  この要領において使用する用語の定義は、次の各号のとおりとする。 

① 「中小企業者等」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２

条第１項各号に該当する中小企業者または中小企業団体の組織に関する法律

（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各号に該当する中小企業団体と

する。 

② 「みなし大企業」とは、以下のいずれかに該当する者とする。 

ア 発行済株式の総数または出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業

が所有している中小企業者 

イ 発行済株式の総数または出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有

している中小企業者 

ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占

めている中小企業者 

③ 「次世代無線通信技術」とは、５Ｇ、Ｗｉ－Ｆｉ６（ＩＥＥＥ ８０２.１１

ａｘ）、ＬＰＷＡ（Ｌｏｗ Ｐｏｗｅｒ Ｗｉｄｅ Ａｒｅａ）等、これから

普及が見込まれる新たな通信技術であって、今後、幅広い分野における利用拡

大が期待されるものとする。 

 

４ 補助事業対象者 

 補助対象事業者は、福井県内に本店所在地の法人登記が行われており（個人の

場合は県内に住所を有していること）、県内に生産またはサービスの主要な拠点

を有する者のうち、次に掲げるいずれかに該当する者とする。 

① 中小企業者等（ただし、みなし大企業を除く） 

② ①が代表企業である２社以上で構成されるグループ 

③ 上記のほか、知事が適当と認める法人 

 

５ 補助対象経費 

補助対象経費は、２の事業に要する経費であって、別表１に定める経費のうち支
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援センターが必要かつ適当と認める経費とする。 

なお、人件費については、別紙により算出を行う。 

 

６ 補助率および補助限度額 

補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内で支援センターが定めた額とし、１

件当たり５，０００千円を限度とし、下限を１，０００千円とする。 

 

７ 補助対象期間 

補助金交付事業の期間は、交付決定の日から交付決定日の属する年度の１月３

１日までを原則とする。 

 

８ 計画申請の制限 

補助事業を申請しようとする者は、申請した補助事業に係る自主財源分につい

て、他の補助事業による補助を受けることができない。 

 

９ 補助事業の審査および採択基準 

（１） 補助事業は、別表２に掲げる審査基準に基づき、採択の可否を総合的に勘

案し、予算の範囲内で採択する補助事業を決定する。 

  （２）① 支援センターは、学識経験者、行政機関等で構成する「５Ｇ等通信環境

を活用した実証事業審査委員会」を設置し、補助事業としての採択について諮

問する。 

② 前号に規定する委員会は、支援センターの諮問を受け、計画書の内容につい

て、次に掲げる要件の適否を審査して答申することとする。 

ア （１）の採択基準に適合していること 

イ 事業計画および方法が、その目的を達成するために適切であり、かつ充分

な成果を期待し得る事業であること 

ウ 補助の対象者として不適当と認められる行為がない者であること 

 

１０ 補助事業の公募およびその広報 

（１） 支援センターは、本交付要領に規定する補助事業について公募する。 

（２） 支援センターは、本交付要領に規定する事業に関して、補助金交付申請書の提

出先、提出期限、提出書類、その他補助事業の募集に関し、必要な事項を広報す

るものとする。 

（３） 支援センターが（１）の規定により行う広報は、支援センターの主たる事務所

の掲示場に掲示するほか、定期刊行物、ホームページ等への掲載等適切な方法に

より行うものとする。 

 

１１ 補助金の交付決定までの手続き 

支援センターは、次の手続きにより各事業年度における補助金交付事業を決定

するものとする。 

① 補助金の交付を受けようとする事業者（以下、「申請者」という。）は、様式第

１の補助金交付に関する事業計画書（以下、「事業計画書」という。）を作成し、

支援センターが別に定める期日までに支援センターに提出するものとする。 
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② 申請者は、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額および当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計金額に補助率を乗じて得た金額をい

う。以下同じ。）を減額して事業計画書を作成しなければならない。 

ただし、申請時において当該消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が

明らかでないものについては、この限りでない。 

③ 支援センターは、事業計画書の提出があったときは、当該申請に係る審査を行

うほか、必要に応じて現地調査等を行い、その結果、適当と認められるものにつ

いて通知する。 

 

１２ 補助金の交付申請 

（１） １１③による通知を受けた申請者（以下、「補助事業者」という。）は、様式第

２の補助金交付申請書を、支援センターが別に定める資料を添付して、支援セン

ターが定める期日までに提出するものとする。 

（２） 支援センターは、補助事業者から交付申請書の提出があったときは、すみやか

に補助事業者に様式第３にて補助金交付決定通知をするものとする。 

 

１３ 補助金の交付の条件 

 支援センターは、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的

を達成するため必要があるときは、補助事業者に対して次に掲げる条件を付す

るものとする。 

① 補助事業に要する経費の配分の変更（１４（１）に該当する場合を除く。）

をする場合、様式第４の補助事業計画変更承認申請書により支援センターの

承認を受けること。 

② 補助事業を行うため締結する契約の方法に関する事項その他補助金交付事

業に要する経費の使用方法に関すること。 

③ 補助事業の内容の変更（１４（２）に該当する場合を除く。）をする場合、

様式第４の補助事業計画変更承認申請書により支援センターの承認を受ける

こと。 

④ 補助事業を中止し、または廃止する場合、様式第５の補助事業中止（廃止）

申請書により支援センターの承認を受けること。 

⑤ 補助事業が指定の期間内に完了しない場合、またはその遂行が困難となっ

た場合は支援センターに報告し、支援センターの指示を受けること。 

 

 

１４ 軽微な変更 

補助金の経費配分の変更について、事業目標を変更しない範囲で、次に該当する

事項は軽微な変更の範囲とする。 

（１） 補助対象経費の各経費区分において２０％の範囲内の変更（補助対象経費区分

ごとの金額相互間でいずれか低い額の２０％以内の変更額の増減のもの）で補

助金の総額に変更を生じないもの 
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（２） 補助事業の目的および事業の遂行に影響を及ぼさない範囲での変更（原材料の

数量、機械装置等の仕様の変更等、補助事業の細部の変更） 

 

１５ 補助金の交付決定の辞退 

（１） 補助事業者は、１２（２）の規定による交付決定通知書を受けた場合において、

当該通知に係る交付決定の内容またはこれに付された条件に不服等、その他の

理由により交付決定を辞退しようとするときは、当該交付決定通知を受けた日

の翌日から１５日以内に様式第６の補助事業交付決定辞退申請書を提出して交

付決定を辞退することができるものとする。 

（２） 支援センターは、前項の書類の提出があったときは、当該申請に係る補助金交

付決定を取り消すものとする。 

 

１６ 補助事業の遂行 

補助事業者は、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に従い、善良な

管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用

してはならない。 

 

１７ 補助事業の遂行状況の報告 

補助事業者は、支援センターが別に定める時期に、当該事業の遂行状況を様式第

７の事業遂行状況報告書により報告するものとする。 

 

１８ 補助事業の実績報告 

（１） 補助事業者は、当該補助事業の完了後、１０日以内に様式第８の補助事業完了

実績報告書（以下、「実績報告書」という。）を提出するものとする。 

（２） 補助事業者は、（１）の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税およ

び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税および地方消

費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

１９ 補助金の額の確定 

支援センターは、補助事業者から実績報告書の提出を受けた場合に、当該報告に

係る書類の検査を行うほか、現地調査等を行うものとする。 

その報告に係る事業の実施結果が、補助金の交付決定の内容（１３に基づいて変

更を承認した場合はその承認された内容）およびこれに付された条件に適合して

いると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を様式第９の補助金

額確定通知書によって当該補助事業者に通知する。 

 

２０ 補助金の請求 

補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１０の精算払い

請求書により支援センターに補助金の交付請求を行うこととする。 

 

２１ 補助金の支払い 

支援センターは、１９により交付すべき補助金の額を確定したのち、２０により

補助金の交付請求を受けた時は、補助金を補助事業者に対し支払うものとする。 
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２２ 交付決定の取消し 

（１） 支援センターは、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、当該申請に係

る補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができるものとする。 

① 県税その他公課を滞納した場合 

② 重大な法令違反があったことが明らかになった場合 

③ 本交付要領の規定に基づく措置に違反した場合または補助事業者が、補助

金を他の用途へ使用した場合 

④ 補助事業に関して補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反

した場合 

⑤ 支援センターの承認を受けずに、当該補助事業を廃止（中止）した場合 

⑥ 当該補助事業を遂行する見込みがないと判断した場合 

（２） 前項の規定は補助金の額の確定後においても適用されるものとする。 

 

２３ 補助金の返還 

支援センターは、２２の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合には、

当該補助事業の取消しに係る部分に関し、その額の返還を、期日を定めて命じるも

のとする。また、補助金返還を求められた補助事業者は、支援センターが定める期

日までに返還しなければならない。 

 

２４ 加算金および延滞金 

（１） 補助事業者は、支援センターから２３に基づく補助金の返還を求められたとき

は、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を求

められた補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間について

は既納付額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算

金を納付しなければならない。 

（２） 補助事業者は、支援センターから補助金の返還の命令を受け、これを納付期日

までに納めなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、そ

の未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しな

ければならない。 

（３） 支援センターは、（１）および（２）においてやむを得ない事情があると認め

たときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができるもの

とする。 

 

２５ 財産の管理及び処分 

（１） 補助事業者は、当該補助事業により取得しまたは効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）について、善良な管理者の注意をもって適切に管理しなけ

ればならない。 

    また、補助事業者は、取得財産等を目的以外の用途に使用し、他の者に貸付け

もしくは譲渡し、他の物件を交換し、または担保に供しようとするときは、あら

かじめ様式第１１の取得財産等の処分等承認申請書により、支援センターの承

認を受けなければならない。 

    なお、補助事業者は、取得財産等を移設する場合は様式第１５の取得財産(機

械設備・備品等）の移設届出書により、支援センターに届け出るものとする。 
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（２） 取得財産等の管理期間は、事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間

とする。 

（３） 支援センターは、（２）の期間中において必要があると認めたときは、補助事

業者の管理状況を調査することができるものとする。 

（４） 支援センターは、補助事業者が（１）の取得財産等の目的以外の用途の処分に

より収入金を得たときは遅滞なく様式第１２の取得財産等の処分等による収入

金報告書を提出させるものとする。 

（５） 支援センターは、（１）の承認をする場合または前項の収入がある場合にあっ

ては当該取得財産等の残存価額（圧縮記帳を行わない価額）または当該収入金の

全部または一部を納付させることができる。 

 

２６ 立入検査等 

支援センターは、補助金交付事業の適正を期すため、必要に応じて、補助事業者

に対して報告させ、または支援センターが指定する者により、補助事業者の事務所

等に立ち入り関係帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問する

ことができるものとする。 

 

２７ 補助金の経理 

補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を整備

し、かつ、これらの書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存

しなければならない。 

 

２８ 補助事業の事業化 

  （１） 補助事業者は、補助事業の実施成果を踏まえて事業化に努めなければならない。 

  （２） 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後３年間、当該補助

事業の事業化状況について、６月３０日までに、様式第１３の事業化状況報告書

により、支援センターに報告しなければならない。 

 

 

２９ 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還 

（１） 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により、補助金に係る消費税

および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第１４の補助

金に係る消費税および地方消費税額の確定に伴う報告書により、すみやか支援

センターに報告しなければならない。 

（２） 支援センターは、前項の報告があった場合には、当該消費税および地方消費税

に係る仕入控除税額の全部または一部の返還を命ずる。 

（３） 前項の返還の規定については、２４の規定を準用する。 

 

３０ その他の事項 

（１） 補助事業者は、補助金交付事業を遂行するにあたって本交付要領の定めのほか、

支援センターが別途定める「補助事業実施の手引き」に従わなければならない。 

（２） 支援センターは、補助金交付事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事

項について、別に定めることができる｡ 
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附則 

（施行期日） 

 本交付要領は令和３年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 本交付要領は令和４年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 本交付要領は令和５年４月１日から施行する。 
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（別表１） 

 

１ 補助対象事業 

   ５Ｇ等の次世代無線通信技術を活用し、新しい製品（ソフトウェアを含む。）やサー

ビスの開発、社会課題の解決を前提とした技術的な可能性を模索するために実証実験

を行う事業 

 

２ 補助対象経費 

経費 内容 

人件費 ・補助事業に従事する者の直接作業時間に対して支払われる人件費（給

与その他手当） 

機械装置費・器具購

入費 

・専ら補助事業のために使用される機械装置等（機械・装置・部品、

工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)

および専用ソフトウェア）の購入、製作、借用、改良、裾付けおよ

び修繕に要する経費 

外注費・委託費 ・補助事業の実施に必要なシステム等の開発および設計、調査分析等

に係る委託費または外注費 

専門家経費 ・補助事業を実施するため、外部（専門家等）から技術指導を受ける

場合に要する謝金や旅費 

通信運搬費 ・運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 

クラウド使用料 ・専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの使用料および

通信料 

 ※従量課金方式のサービスは対象外 

研修費 ・社員が、補助事業実施に関する知識を深めるため参加する研修の参

加費や旅費 

その他経費 ・上記以外で支援センターが必要と認める経費 

 

※ 補助対象経費となる人件費の算出は、別紙「補助事業における直接人件費の計算に

係る実施細則（健保等級ルール）」による 

  

３ 補助対象経費についての留意事項 

・原則として、交付決定日以降に契約し、交付決定日の属する年度の１月３１日まで

の間に要する費用を補助対象とする。 

・複数年（カ月）契約の経費は、補助対象期間内の期日までに支払を完了した経費と

補助事業の完了する日までの利用分を上限として按分した経費を比較した場合にお

ける低い方の額を補助対象とする。 

 ・他の取引との相殺払による支払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファ

クタリング（債権譲渡）による支払、事業期間内に契約が完了しない割賦による支

払は行わないこと。 

 

４ 補助対象外経費 

以下の経費は補助対象外とする。 

（１）補助金の交付決定日前に発注し、購入し、もしくは契約し、または補助事業の期間

終了後に納品、検収等を実施したもの 

（２）事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料および光熱水費 
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（３）電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウド使用料に含まれる付帯経費

を除く。） 

（４）商品券等の金券、収入印紙および振込等手数料（代引手数料を含む。） 

（５）事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代および団体等の会費 

（６）飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

（７）自動車等車両の購入費、修理費および車検費用ならびに不動産の購入費 

（８）税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等

のための弁護士費用 

（９）公租公課（消費税および地方消費税等） 

（10）各種保険料、借入金等の支払利息および遅延損害金 

（11）事業計画書等の作成および送付に係る費用 

（12）汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば、事務用のパソコン、プリン

タ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機

等）の購入費 

（13）中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

（14）設置場所の整備工事または基礎工事 

（15）上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 

 

５ その他 

申請者が消費税の課税業者で、消費税仕入控除税額がある場合は、当該事

業の補助対象経費に係る消費税相当額はすべて対象外となる。  
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（別表２） 

＜審査基準＞ 

 

＜加点要素＞ 

以下の要件を満たす申請は、審査において一定の点数を加点します。 

○ふくいＤＸ推進宣言企業に登録されている事業者 

   募集締切日時点において「ふくいＤＸ推進宣言企業」（https://www.fisc.jp/it/dxsengen/）に登録さ

れている事業者であること 

 ○パートナーシップ構築宣言を行っている事業者 

   募集締切日時点において、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-

partnership.jp/index.html）において宣言を公表している事業者であること  

○賃上げ宣言を行っている事業者 

   募集締切日時点において、社員ファースト企業宣言

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html）にかかる登録申請を県へ行っ

ており、「めざせ「社員ファースト企業」宣言書」（「社員ファースト企業」宣言制度実施要綱 様式第

２号（第４条関係））の今後の取組項目欄において「（６）賃金引上げ」を選択している事業者である

こと 

 

※ 提出書類について、次の事項が守られていない場合は、申請内容に関わらず不採択となる場合が

あるため、注意すること。 

   ・システム等の構築を外注する場合や製品を購入する場合において、複数社の見積が添付されて

いない場合（添付できない理由が明確かつ適切である場合を除く） 

   ・記載内容（数値等）に誤りや不足（記入漏れ等）がある場合 

審査項目 点数配点 内容 

実施事業の先進性 ×１ 
・実施事業が５Ｇ等の次世代無線通信技術を活用したものであり、

先進的かつ先導的な取組みであるか 

実施事業の目標 

および内容 
×２ 

・実施事業により達成される目標（効果）の設定は妥当であるか 

・活用する通信技術の特徴が十分に生かされており、かつ、従来の

通信技術では実施が困難な事業であるか 

市場性 ×１ 

・実施事業が市場のニーズと合致しているか 

・実施事業が市場に与える効果を明確にイメージできているか 

・今後、県内企業や県内産業に対する波及効果はあるか 

実現可能性 ×１ ・事業遂行のための実施体制、事業期間は適切か 

予算・仕様の妥当

性 
×１ 

・見積書には、物品や実施項目ごとに詳細な金額が記載されており、

金額が妥当であることを確認できるか 

・仕様書には、導入するデジタルツールの内容やハードウェアのスペ

ックが詳細に記載されており、内容が妥当であることを確認できる

か 

https://www.fisc.jp/it/dxsengen/
https://www.biz-partnership.jp/index.html
https://www.biz-partnership.jp/index.html
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/syainfirstsengen.html
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様式第１ 

補助金交付に関する事業計画書 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 
理事長 様 

申請者 

郵便番号  

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者氏名  

連絡先   TEL: 

           FAX:                

     E-mail: 

 

 ５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領１１の規定により、補助金の交付を

希望しますので、下記のとおり事業計画を提出します。 

 

記 

 

１ 事業名  

 

２ 事業実施期間        年  月   ～    年  月 

 

３ 事業実施計画       別紙２のとおり 

 

４ 事業に要する経費 

（１）事業費総額            金         円（税抜） 

（２）補助対象経費           金         円（税抜） 

（３）交付を希望する補助金の額     金         円 

 

５ 添付書類 

（１）申請者の詳細（別紙１） 

（２）事業実施計画書（別紙２） 

（３）事業の概要（別紙３） 

（４）県税の納税状況の確認について（別紙４） 

（５）［法人の場合］履歴事項全部証明書 

    ［個人の場合］住民票 

（６）［法人の場合］直近二期分の決算書資料の写し 

（貸借対照表、損益計算書（販売費および一般管理費ならびに製

造原価の内訳が記載された部分を含む）） 

    ［個人の場合］直近二期分の確定申告書の写し 

（７）積算金額の根拠書類（見積書および相見積書または選定理由書） 

（８）［製品を購入する場合］製品の機能やスペック等がわかるもの（パンフレッ

ト、仕様書、製品のホームページを印刷したもの） 
（９）会社の概要のわかるもの（パンフレット等） 
（10）［登録している場合に提出］「パートナーシップ構築宣言」登録企業リストのう

ち、 自社名掲載部分の写し 
（11）［登録している場合に提出］「社員ファースト企業宣言」企業一覧のうち、自社名

掲載部分の写し 
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（別紙１） 

申請者の詳細 

○組織 

企業名  

代表者名 

(役職) 
(氏名)  

(年齢)    歳  法人番号 

（法人のみ） 
 

企業沿革 

(設立年月日等) 

 
所在地  

主な業種 

日本標準産業分

類、細分類 内容 

  

主な商品・

サービス 
 

資本金          千円 

株主構成 

名称・氏名 当社との関係 持株比率 

  ％ 

  ％ 

  ％ 

  ％ 

売上構成 

事業（取扱品目）内容 売上構成 

従業員数 

(役員) 
(正社員) 
(パート・アルバイト) 
(合計) 

人 

人 

人 

人 

 ％ 

 ％ 

 ％ 

 ％ 

審査 

加点項目 

（該当する 

項目に○） 

「ふくいＤＸ推進宣言企業」の登録 公表済 ・ 未登録 

「パートナーシップ構築宣言」の登録 公表済 ・ 未登録 

「社員ファースト企業宣言」への登録およ

び「めざせ「社員ファースト企業」宣言書」

における「（６）賃金引上げ」の選択 

公表済 ・ 登録申請中 ・ 未登録 

 

○財務状況                 （単位：千円） 

 
直近期末 １期前 ２期前 

   年  月期    年  月期    年  月期 

売上    

売上総利益    

営業利益    

経常利益    

当期利益（税引後）    

減価償却費（注）    

総資本（負債＋純資産）    

自己資本（純資産）    

（注）減価償却費については、下記を含んだ金額とすること。 
  ・製造原価、販売費に計上されている減価償却費 
  ・リース・レンタル料 
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（別紙２）       
 

事業実施計画書 

 

１ 事業名  

 

２ 事業の実施期間   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

３ 連携企業（ある場合のみ記入） 

  【企業の概要】 

○企業名 

  ○代表者の役職・氏名 

  ○所在地（県内の本店（本社）または支店（支社）） 

○電話番号 

 ○ホームページのＵＲＬ 

   ○業種および主たる事業 

     

４ 事業の内容 

 ※下記事項について具体的に記入すること（全体で３，０００字程度） 

 

（１）補助事業の目的 

（現代社会における従来技術の課題等を踏まえ、新たな取組みの必要性を具体的に記入すること） 

 

 

 

 

（２）補助事業の内容 

（補助事業において活用する次世代通信システムの特徴を踏まえ、新たに開発する製品やサービスの概要等を具体的

に記入すること） 

 

 

 

 

（３）補助事業の実施により期待される成果 

（補助事業が自社や社会に与える影響や効果等について記入すること） 
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５ 事業実施スケジュール 

（補助事業における各工程について、どのようなスケジュールで進めていくのかを記載してください。） 

 

（１）取組みの実施時期 

番号 実施項目＼月 7 8 9 10 11 12 1 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

（２）実施内容 

番号 
計    画 

実施項目名 実施内容、方法等 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

※補助事業の期間内で実施する内容を記入してください。 

※番号は(1)と(2)の内容が一致するように記載してください。 
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６ 評価指標 
（補助事業において評価を行う指標および実証事業の結果において期待する成果を記入してください。成果について

は、定量的に評価できるものは数値で記入してください。） 

 

評価指標の内容 期待する成果 
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７ 補助金交付実績（申請中の案件を含む） 

事業名称  

事業主体（関係省庁・独法等）  

実施期間  

補助・委託額                  円 

テーマ名  

本事業との相違点  

   （注）一昨年度から今年度の３ヵ年の採択実績を記入してください。 

 

８ 経費明細表（注１） 

経費区分 

A B B×2/3 以内   

補助事業に要する経費 

（注３） 

補助対象 

経費 

（注４） 

補助金交付 

申請額 

（注５） 

積算基礎（税抜） 

（注２） 

（税込） （税抜） （税抜） （税抜）   

人件費 円 円 円 円  

機械装置費・ 

器具購入費 

（単価５０万円以上） 

円  円  円  円    

機械装置費・ 

器具購入費 

（単価５０万円未満） 

円  円  円  円    

外注費・ 

委託費 
円  円  円  円  

 

 

専門家経費 円  円  円  円  
 

  

通信運搬費 円  円  円  円  
 

  

クラウド 

使用料 
円  円  円  円    

研修費 円  円  円  円  
 

  

その他経費 円  円  円  円  
 

 

合 計 円 円  円  
千円 

（注６）  
  

（注１）金額は、見積書等による正確な金額を記載すること。 
（注２）積算基礎は、名称、積算明細（＠単価（消費税抜き）×数量＝金額（消費税抜き）の順に記

載すること。 
例：○○システム ＠1,000,000×2＝2,000,000 

（注３）「補助事業に要する経費」には、当該事業を遂行するために必要な経費を記載すること。 
（注４）「補助対象経費（税抜）」には、「補助事業に要する経費（税込）」のうち、補助対象となる経

費について、消費税を差し引いた金額を記載すること。 
（注５）「補助金交付申請額（税抜）」には、「補助対象経費（税抜）」に補助率（2/3）を乗じた額を記

載すること。ただし、合計欄には、各経費区分の合計額（千円未満は切捨て）と補助限度額（5,000
千円）を比較し、低い方の金額を記載すること。 

（注６）千円未満を切り捨てず円単位で記入すること。ただし、補助金交付申請額の合計金額は、千
円未満を切り捨てた額を記入すること。  
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（別紙３） 

  令和  年度 ５Ｇ等通信環境を活用した実証事業 概要 

 

  事 業 名                   

  

企業名： 

代表者： 

資本金： 

売 上： 

従業員： 

業 種： 

新たな製品・サービス・実証実験の概要 

 

補助事業の目的 

 

補助事業の内容 

 

【本事業の成果、期待される内容】 
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（別紙４） 

 

県税の納税状況の確認について 

 
 私は、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金の活用に当たり、福井県の

県税事務所等が、福井県産業労働部創業・経営課に対し、私の福井県への納税状

況に関する情報を提供することに同意します。 

 

   令和  年  月  日 

 

      ※申請者が法人の場合は法人名、団体の場合は代表者氏名を記載 

     ［フリガナ］     

法人名      

 

［フリガナ］     

代表者名     

 

      所在地                                    

 

 

  福井県知事  杉 本 達 治  様 
＊納税状況の確認に関する事項 

  本同意書に基づき提供された納税状況は、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補

助金の事務以外には使用いたしません。 

 
※福井県担当者記入欄 

上記の者の令和  年  月  日現在の県税の納税状況については以下のとおり

です。 

 

  □滞納なし     □滞納あり 

 

  □徴収猶予あり 

 

 

 

               回答事務所  □福井県税事務所 □嶺南振興局税務部 

 

 

受付印 
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様式第２ 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

申請者 

郵便番号  

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者氏名  

連絡先   TEL: 

            FAX:                

     E-mail: 

 

 

５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領１２の規定により、下記のとおり実

施する事業に対する補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業名  

 

２ 補助金交付申請額    金         円 

 

３ 事業実施期間          年  月  日 ～     年  月  日 

 

４ 事業の実施計画     別紙２のとおり 

 

５ 事業に要する経費 

（１）事業費総額            金         円（税抜） 

（２）補助対象経費           金         円（税抜） 

（３）補助金交付申請額         金         円 

 

６ 添付書類 

（１）申請者の詳細（別紙１） 

（２）事業実施計画書（別紙２） 
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様式第３ 

 

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 
 

番       号 

  年  月  日 

補助事業者 

住  所 

事業者名 

代表者名             様 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長           

 

 

    年  月  日付で交付申請のあった補助金については、５Ｇ等通信環境を活

用した実証事業補助金交付要領（以下「交付要領」という。）１２の規定により下記のとお

り交付することに決定したので通知します。 

 なお、本交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があり、補助金の交付決定の辞

退をしようとするときは、本通知書受領の日から１５日以内に交付要領１５の規定により

その旨申請してください。 

 

記 

 

１． 補助金の交付の対象となる事業およびその内容 

 年 月 日付で交付申請のあったとおりとする。 

 

２． 補助事業に要する経費および補助金の額は、次のとおりとする。 

補助事業に要する経費      金       円 

補助金の額           金       円 

ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助

金の額については、別に通知するところによるものとする。 

 

３． 補助対象経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額の区分は、補助金交 

付申請書記載のとおりとする。 

 

４． 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、公益財団法人ふくい産業支援センタ

ーの承認を受けなければならない。 

 （１）補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をするとき。 

 （２）補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をするとき。 

 （３）補助事業を中止し、または廃止するとき。 

また、補助事業者は、交付要領の定めおよび公益財団法人ふくい産業支援センターが

別途定める「補助金補助事業実施の手引き」に従わなければならない。 

 

５． 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは補助事業の遂行が困

難となったときは、すみやかに公益財団法人ふくい産業支援センターに報告して、その

指示を受けなければならない。 
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様式第４ 

 

補 助 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書 
 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

補助事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

   E-mail: 

 

 

  年  月  日付け ふ産支第   号で補助金交付決定通知を受けた補助事

業の内容を、下記のとおり変更したいので、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付

要領１３の規定により計画変更の承認を申請します。 

 

記 

１．変更の内容  

項  目 変 更 後 変 更 前 

 

 

 

 

 

 

２．変更の理由 

 

３．現在までに実施した補助事業の内容 

 

４．現在までに実施した補助事業に要した経費の明細 

 

５．補助事業の実施未了の概要 

 

６．変更後実施しようとする補助事業の内容 

（１）事業の目的 

（２）実施の方法 

（３）実施の期間 

（４）事業費総額 

（５）補助対象外経費の負担方法 

（６）補助対象経費総額 

（７）補助対象経費の配分及びその積算 

 

注）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を

明記すること。 

 （補助対象経費総額一消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額）×補助率＝補助金交付申請額 
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様式第５ 

 

 

 

補 助 事 業 中 止 （廃 止） 申 請 書 

 
年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

補助事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

           FAX:                

    E-mail:  

 

 

  年  月  日付け ふ産支第   号をもって補助金交付決定通知を受けた

補助事業につきましては、当該事業の実施を中止（廃止）したいので、５Ｇ等通信環境を活

用した実証事業補助金交付要領１３の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．事 業 名 

 

 

２．中止（廃止）の理由および内容 
（できるだけ具体的に記入してください。なお、関連する説明資料も添付してください。） 

 

 

３．現在までの事業の進捗状況 
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様式第６ 

 

 

 

補 助 事 業 交 付 決 定 辞 退 申 請 書 

 
年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

補助事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

  E-mail:  

 

 

  年  月  日付け ふ産支第   号をもって補助金交付決定通知を受けた補

助事業につきましては、補助金交付決定を辞退したいので、５Ｇ等通信環境を活用した実証

事業補助金交付要領１５の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．交付決定辞退の内容 

（1）補助金交付申請事業名 

 

（2）補助金交付決定金額      金      円 

 

２．交付決定辞退の理由 

  （できるだけ具体的に記入してください。） 
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様式第７ 

 

事 業 遂 行 状 況 報 告 書 
 

    年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

 理事長 様 

 
 

補助事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL:  

          FAX:                

    E-mail:  

 

 
   年   月   日付け、ふ産支第    号で交付決定のあった（事業

名            ）については、別紙のとおり、５Ｇ等通信環境を活用した実証

事業補助金交付要領１７の規定により事業遂行状況を報告します。 
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〔遂行状況報告添付書類１〕  

 

補 助 事 業 遂 行 状 況 報 告 書  
  年  月  日現在 

1．事業の経過  

事業者  事業内容  事業遂行状況  備考  

 

事業者名  

 

代表者名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況  

 

○月○日  

                 を実施  

 

○月○日  

                 を実施  

 

 

 

 

 

２．経費支出の状況  

交付決定の内容  事業開始後の経費使用実績  

補助対象経費  交付決定額  実績額  

千円  千円  千円  

 

３．進捗状況と見込み 

（1）事  業 

 

 

（2）経費支出 
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様式第８ 

 

補 助 事 業 完 了 実 績 報 告 書 
 

年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

   E-mail:  

 

 

  年  月  日付け ふ産支第   号をもって補助金交付決定通知を受けた

補助事業の事業実績について、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領１８の

規定により下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金の交付の対象となった事業名 
 
                                         

 

２ 補助事業に要した経費及び補助金の額 

 （１）補助事業に要した経費  金         円（税抜） 

 （２）補助対象経費            金         円（税抜） 

 （３）補 助 金 の 額              金         円 
 
３ 事業実績報告書 

別紙１のとおり 
 
４ 決算総表（支出決算書） 

別紙２のとおり 
 

５ 支出明細報告書 

   別紙３のとおり 

 

（注）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を

明記すること。 

    （補助対象経費総額一消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額）×補助率＝補助金交付申請額 
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別紙１                              

事業実績報告書 

 

１ 事業名 

 

２ 事業の実施期間 

    開始日  令和  年  月  日 

    完了日  令和  年  月  日 

 

３ 実施した事業の内容及び得られた成果（２，０００字～４，０００字程度） 

 

  （注）事業実施前の課題や取り組んだ内容、得られた成果、事業実施計画書における評

価指標の状況について、具体的に記載すること。（数値の変化等があるとわかり

やすい） 

事業に係る資料や写真を貼付して詳しく記載すること。 

補助金等を受けて実施した旨の表示実績（テプラ等）の写真を貼付すること。 
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収  支  決 算 書 
 

収    入    （単位:円） 

科     目 予算額 決算額 差引増減額 備考 

自己資金         

補 助 金         

計         

 

    

支   出 
   

（単位:円） 

科    目 予算額 決算額 差引増減額 備考 

人件費         

機械装置費・器具購入費 

（単価５０万円以上） 
        

機械装置費・器具購入費 

（単価５０万円未満） 
        

外注費・委託費         

専門家経費         

通信運搬費         

クラウド使用料         

研修費         

その他経費       
  

計 
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別紙３ 

支出明細報告書 

経 費  

区 分 
名  称 積     算（注１） 

金 額(円) 
（注２） 

見 積 

年月日 
契 約 

年月日 

入 手 

年月日 
（注３） 

支 払 

年月日 

  購入先 
＠単価（税抜）×数量 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合  計        

 （注）１ 積算には、経費ごとに積算明細（＠単価（税抜）×数量）を記入すること。また、併せて 購入

先を記入すること。 

        ２ 金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた額を記入すること。 

        ３ 入手年月日欄には、補助対象物件が納品された日を記入すること。 
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様式第９ 

 

補 助 金 額 確 定 通 知 書 
 

 ふ産支第   号 

  年  月  日 

 

補助事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名               様 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長        

 

  年 月 日付け ふ産支第  号をもって補助金の交付決定をした補助事業に

対する補助金については、補助事業完了実績報告書を検査した結果、交付の内容およびこれ

に付された条件に適合していると認められるので下記のとおり補助金額を確定しました。 

つきましては、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領１９の規定により下

記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

１．交付を決定した補助金額        金         円 

 

 

２．交付を確定した補助金額        金         円 

 

 

３．補助対象経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額の区分は、補助事業 

完了実績報告書記載のとおりとする 
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様式第１０ 

 

精 算 払 い 請 求 書 
 

年  月  日 

 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長  様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

発行責任者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

   E-mail:  

 

 

    年  月  日付け ふ産支第   号による補助金額確定通知書に基づき、

５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領２０の規定により下記のとおり請

求します。 

 

記 

 

１．交付請求金額          金        円 

 

（内 訳） 

          交付確定額   金        円 

          既 請 求 額   金        円 

          今回請求額   金        円 

          残 額   金        円 

 

 

２．指定する金融機関 

（1）金融機関および支店名 

（2）預金種別 

（3）口座番号 

（4）口座名義 
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様式第１１ 

 

取 得 財 産 等 の 処 分 等 承 認 申 請 書 
 

年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長  様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

   E-mail:  

 

 

    年 月 日付け ふ産支第  号をもって補助金確定通知を受けた取得財産等を

下記のとおり取り扱いたいので、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領２５

（１）の規定により承認を申請します。 

 

 

記 

 

１．対象となる取得財産等の名称 

 

２．数量 

 

３．取得財産等の取得金額 

 

４．処分等取り扱い方法 

（1）処分等が必要な理由 

（2）処分等の相手先 

（3）処分等の条件 
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様式第１２ 

 

取得財産等の処分等による収入金報告書 

 

年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

   E-mail:  

 

 

  年  月  日付け ふ産支第   号をもって承認通知を受けた取得財産等の処

分等の取り扱いにより下記のとおり収入金があったので、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業

補助金交付要領２５（４）の規定により報告します。 

 

記 

 

１．処分した取得財産等の名称 

 

２．数量 

 

３．取得財産等の取得金額 

 

４．処分の内容 

（1）処分した月日 

（2）処分の相手先 

（3）処分による収入金の合計額 

（4）処分による収入金の内訳 
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様式第１３ 

  年  月  日 

 公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

                                        住   所 

                                        名   称 

                                        代表者氏名                           

 

  年度５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金に関する 

事業化状況報告書（令和  年度補助事業） 

 

   年  月  日付け ふ産支第  号により補助金交付決定を受けた標記補助事業に関し、

令和  年度の事業化状況について、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領２８の規

定により下記のとおり報告します。 

 

記 
 
１ 補助事業の概要 

（１）事業テーマ 

 

（２）連携企業（ある場合のみ記入） 

 

 

２ 事業化の状況 

 

 

３ 添付書類 

 別紙 事業化状況報告書（事業化につながった場合のみ添付） 
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別紙 

 

事業化状況報告書 
 

事業テーマ 
  

  

製品・サービスの

内容 

名称    

概要    

特徴・機能・ 

市場優位性等 
   

ターゲット・ 

顧客層の設定 
   

製品・サービス

販売開始年月 
  年  月  

売上見込       

会計期間：  月  日～（翌年）  月  日    

   年 月期 

（初年目※） 

年 月期 

（１年後） 

年 月期 

（２年後） 

年 月期 

（３年後） 
  

 売 上（円）      

  主な取引先       

  ※製品・サービス販売開始年とする。       

 

（注）必要に応じて、状況が分かる写真や資料を添付すること。 
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様式第１４ 

 

補助金に係る消費税および地方消費税額の確定に伴う報告書 

 

年  月  日 

 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長  様 

 

申請者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL: 

          FAX:                

      E-mail:  

 

 

  年  月  日付け ふ産支第  号で補助金の交付決定を受けて    年度に（事業

名                  ）実施しました。このたび、消費税および地方消費税に

係る額の確定に伴い、当該補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定しまし

た。 

つきましては、５Ｇ等通信環境を活用した実証事業補助金交付要領２９（１）の規定により下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１．補助金額（交付要領１９による額の確定額） 

円 

 

 

２．補助金額の確定時における消費税および地方消費税に係る仕入控除税額 

円 

 

 

３．消費税および地方消費税に係る額の確定に伴う補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕

入控除税額 

円 

 

 

４．補助金返済相当額（３－２） 

円 

 

（注）別紙として積算の内訳を添付すること。 
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様式第１５ 

 

取得財産（機械設備・備品等）の移設届出書 

 

年  月  日 

公益財団法人ふくい産業支援センター 

理事長 様 

 

補助事業者 

住  所  

事業者名  

代表者名  

担当者名 

連絡先  TEL:  

             FAX:                

      E-mail:  

 

  年  月  日付け ふ産支第    号をもって交付決定を受けた、５Ｇ等通信環境

を活用した実証事業補助金で取得した財産の移設について、下記のとおり届けます。 

 

記 

 

１．移設の内容 

移設する対象物： 

移設先の所在地： 

     移設場所： 

 

２．移設先での当該財産の管理者・取扱責任者（所属・氏名・連絡先） 

      管 理 者： 

      取扱責任者： 

 

３．移設理由 

 


